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市税のあら まし市税のあら まし

市民税（ 個人・ 法人）

■納税義務者

個人の市民税

■非課税の範囲

普通税

市 税

目的税

　 市町村は、 全ての住民（ 個人のほか法人も 含ま れま す。）の日

常生活に直接結びついた行政サービ ス を 提供し ている こ と か

ら 、 そのために必要な経費を でき る だけ多く の住民に負担し

ていただく こ と が望ま し いと さ れていま す。

　 市民税は、 こ のよ う な性格を 最も よ く 表し ている 税で、 納

法人の市民税

さ れま す。 ま た、 市民税は、 県民税と 併せて一般に「 住民税」

（ 法人の場合は

）に区分さ れま す。

【 普通税】

　 納めら れた税金の使いみちが法律や条例で特定さ れて

いない税をいい、 ど のよ う な事業の費用にも 充てる こ と

ができ ま す。

【 目的税】

　 法律や条例によ り 納めら れた税金の使いみちが特定さ

れている 税をいいま す（ 川崎市の令和６ 年度予算でみま

すと 、 入湯税は消防施設整備事業に、 事業所税は教育文

化施設整備事業など に、 都市計画税は下水道事業など に

充てら れていま す。）。

　 川崎市の市税は、 次のと おり です（ 令和６ 年度）。

税義務者を 基準と し て、 個人の市民税 に区分

と 呼ばれており 、 「 所得割」 「 法人税

割」

【 均等割】

　 所得が多いか 少な いかにかかわら

ず、 均等の税額を 負担し ていただく も

のです。

【 所得割（ 法人税割）】

　 所得（ 法人の場合は法人税額）に応じ

て負担し ていただく も のです。こ れは、

税金を負担でき る 力（ 担税力）に応じ た

も のです 。  

と

「 均等割」 と

　 個人の市民税は、 給与、 商店経営によ る 売上げ、 アパート の賃貸料など の前年１ 年間の個人の所得に

応じ て課さ れる 税です（ 個人の県民税及び森林環境税（ 国税） については、 個人の市民税と と も に課税・

徴収さ れる ため、 次の説明に併せて記載し ていま す。）。

　 個人の市民税の納税義務者は下表のと おり です。 住所や事務所など がある かど う かは、 その年の１ 月

１ 日（ 賦課期日）現在の状況で判断さ れま す。

納　 税　 義　 務　 者 納めるべき 税額

区内に住所がある人 均等割と 所得割　 森林環境税

区内に事務所、 事業所又は家屋敷がある個人で、 その区内に住所がない方 均等割

１ . 賦課期日現在の状況が次に該当する 方は、 均等割と 所得割（ 森林環境税を含む） のいずれも 課税さ れ
　  ま せん。

⑴生活保護法の規定によ って生活扶助を受けている 方

⑵前年中の合計所得金額

　 ア　 障害者　 　 　 イ 　 未成年者　 　 　 ウ 　 寡婦　 　 　 エ　 ひと り 親

⑶前年中の合計所得金額が次の金額以下の方

・ 同一生計配偶者

＊1が135万円以下で、 次に掲げる 方

＊2又は扶養親族がない方…35万円＋10万円

個人･法人

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入湯税

事業所税

都市計画税

市民税
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１ . 水源環境保全・ 再生のための個人県民税超過課税

　 良質な水を将来にわたって安定的に確保する た め、 平成19年度から 令和３ 年度ま で実施さ れた個人

県民税の超過課税は、 令和４ 年度から 令和８ 年度ま で延長さ れていま す。

・ 同一生計配偶者又は扶養親族がある 方…35万円×（ 同一生計配偶者などの数＋１ ）＋21万円＋10万円

※　 ⑴、 ⑵の非課税の範囲に該当する かどう かは、 その年の賦課期日現在の状況で判断さ れま す。

２ . 前年中の総所得金額等＊3が次の金額以下の方は所得割が課税さ れま せん。

・ 同一生計配偶者又は扶養親族がない方…35万円＋10万円

・ 同一生計配偶者又は扶養親族がある 方…35万円×（ 同一生計配偶者など の数＋１ ）＋32万円＋10万円

■税　 率

●均等割 　 年　 額　 市民税　  3,000円

県民税　  1,300円

　 計　 　  4,300円

　 年　 額　  1,000円

●所得割

●森林環境税（ 国税）

　 次の比例税率によ っていま す。

市民税　  8％

県民税　 2．025％

　 計　   10．025％

【 所得割額の計算】

※　 県民税は超過課税によ り 300円が上乗せさ れていま す

（ 下の１ 参照）。

※　 県費負担教職員の給与負担等の権限が道府県から 指定

都市へ移譲さ れたこ と に伴い、 平成30年度から 所得割

の税率が市民税は６ ％から ８ ％、 県民税は4.025％か

ら 2.025％に変更さ れま し た。 なお、 市民税・ 県民税を

合計し た税率（ 10.025％）に変更はあり ま せん。

※　 県民税には超過課税によ り 0.025％が上乗せさ れていま

す（ 下の１ 参照）。

＊1　 10ページ表１ 参照　 　 ＊2　 12～15ページ表４ 参照　 ＊3　 15～18ページ参照

所得割額＝課税所得金額（ 所得金額＊1－所得控除額＊2）×税率－税額控除額＊3

＊1　 合計所得金額…10ページ表１ の所得の合計額（ 損失の繰越控除前・ 分離譲渡所得は特別控除前）

＊2　 同一生計配偶者…納税義務者と 生計を一にする 配偶者のう ち、 前年の合計所得金額が48万円以下の方

＊3　 総所得金額等…10ページ表１ の所得の合計額（ 損失の繰越控除後・ 分離譲渡所得は特別控除前）

〈 均等割の内訳〉

標準税率
水源環境保全・ 再生の

ための上乗せ分
合計

市民税 3,000円 － 3,000円

県民税 1,000円 300円 1,300円

市民税・ 県民税の合計 4,000円 300円 4,300円

〈 所得割の内訳〉

標準税率
水源環境保全・ 再生の

ための上乗せ分
合計

市民税 ８ ％ － ８ ％

県民税 ２ ％ 0.025％ 2.025％

市民税・ 県民税の合計 10％ 0.025％ 10.025％
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■所得金額

　 会社で支給さ れた給料や事業を 営んで得た収入などは、 その内容によ って10種類に分けら れ、 必要経

費（ 給与所得の場合は給与所得控除）など を差し 引いて所得金額を求めま す（ 表１ 参照）。

●所得の種類と あら まし 表１

所　 得　 の　 種　 類
所得金額の計算方法

所　 得　 の　 内　 容

利 子 所 得
収入金額＝利子所得の金額

公社債や預貯金の利子など

配 当 所 得
収入金額－元本を取得する ために要し た負債の利子

＝配当所得の金額株式の配当、 剰余金の分配、 基金利息、 証券投資

信託の収益の分配金など

不動産所得
収入金額－必要経費＝不動産所得の金額

家賃、 地代、 権利金、 船舶や航空機の貸付料など

事 業 所 得

収入金額－必要経費＝事業所得の金額農業、 漁業、 製造業、 卸売業、 小売業、 サービ ス 業、

医師その他の事業から 生じ る 所得

給 与 所 得 収入金額－給与所得控除額＝給与所得の金額

（ 次ページ表２ 参照）給料、 賃金、 歳費、 賞与など

譲 渡 所 得 収入金額－取得費及び譲渡費用－特別控除額

＝譲渡所得の金額

※　 株式など は、 収入金額－取得費及び譲渡費用

　 　 ＝譲渡所得の金額

土地・ 家屋、 株式など の資産を 譲渡し た場合に生

じ る 所得

一 時 所 得
収入金額－収入を得る ために支出し た金額

－特別控除額＝一時所得の金額賞金、 懸賞当せん金、 火災保険の満期返戻金、 遺失

物の拾得による報労金など

雑 所 得 {公的年金等の収入金額－公的年金等控除額}（ 12ペ

ージ表３ 参照） ＋{総収入金額（ 公的年金等に対する

も のを除く 。）－必要経費}＝雑所得の金額
公的年金等（ 年金、 恩給）、 郵便年金、 生命保険年

金など、 他のいずれにも 当てはま ら ない所得

退 職 所 得 （ 収入金額－退職所得控除額）×1／2

＝退職所得の金額

※　 一定の条件に該当する退職所得については1/2を

） 。照参ジーペ次（んせまりあは置措るじ乗
退職金や一時恩給など の所得

山 林 所 得 収入金額－必要経費－特別控除額

＝山林所得の金額山林を譲渡する こ と によ る 所得

※　 表１ の所得の合計額を 計算する 場合は、 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額は表１ で求めた金額の

1／2と し ま す。

　

　

※　 災害に強いまちづく り のための均等割の引上げ（ 令和５ 年度で終了）

　 「 東日本大震災から の復興に関し 地方公共団体が実施する 防災のための施策に必要な財源の確保に

係る 地方税の臨時特例に関する 法律」 の施行に伴う 地方税法の特例によ り 、 臨時の措置と し て、 市民

税・ 県民税の均等割の標準税率がそれぞれ500円ずつ引き 上げら れていまし たが、 令和５ 年度をも って

終了し ま し た。

２ . 森林環境税

　 森林環境税は、 令和６ 年度から 国内に住所がある 個人に対し て課税さ れる 国税です。 市町村におい

て、 市民税・ 県民税均等割と 併せて１ 人あたり 年額1,000円を賦課徴収する こ と と さ れており 、 前年中

の所得に基づいて課税さ れま す。
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【 退職所得について２ 分の１ を乗じ る 措置がない場合】

　 １ ． 役員等と し ての勤務年数が５ 年以下の役員等が支払いを 受ける 特定役員退職手当等については適

用があり ま せん。

　 ２ ． 令和４ 年１ 月１ 日以後に支払いを 受ける 退職金については、 勤続年数が５ 年以下の特定役員退職

手当等以外の退職金（ 短期退職手当等）において、 退職所得控除額を控除し た残額の300万円を超える

部分については適用があり ま せん。

　 ※　 表のう ち＊印の欄については、 給与収入金額を  4,000 で割り 、 小数点以下を 切り 捨てた額に4,000を 乗じ た額

を 給与収入金額と し て計算し ま す。

【 所得金額調整控除】

　 １ ． 前年の給与等の収入金額が850万円を超え、 次の⑴①～③のいずれかに該当する 場合、 ⑵の所得金

額調整控除額を給与所得から 控除し ま す。

　 　 ⑴　 適用対象者

　 　 　 ①　 本人が特別障害者に該当する 方

　 　 　 ②　 年齢23歳未満の扶養親族を有する 方

　 　 　 ③　 特別障害者である 同一生計配偶者又は扶養親族を有する 方

　 　 ⑵　 所得金額調整控除額

　 　 　 　 {給与等の収入金額（ 1,000万円超の場合は1,000万円） － 850万円}×10％＝控除額

　 　 　 　（ １ 円未満の端数がある と き は、 その端数を切り 上げま す。）

※　 こ の控除は、 扶養控除と 異なり 、 同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用する と いう 制限があり ま せん。

　 ２ ． その年において、 次の(1)に該当する 方の総所得金額を 計算する 場合に、 (2)の所得金額調整控除額

を給与所得から 控除し ま す。

　 　 ⑴　 適用対象者

その年分の給与所得控除後の給与等の金額と 公的年金等に係る 雑所得の金額がある 給与所得者

で、 その合計額が10万円を超える 方

　 　 ⑵　 所得金額調整控除額

{給与所得控除後の給与等の金額（ 10万円超の場合は10万円） ＋ 公的年金等に係る 雑所得の金額

（ 10万円超の場合は10万円） }－10万円＝控除額

※　　「 １ 」の所得金額調整控除の適用がある 場合はその適用後の給与所得の金額から 控除し ま す。

●給与所得の計算

　 給与所得については、 給与収入から 必要経費に代わる も のと し て、 給与所得控除額を 差し 引いた額が

給与所得金額と なり ま す（ 表２ 参照）。

表２

給与収入金額 給与所得金額 給与収入金額 給与所得金額

1円～  55 0 ,9 99円 0円 ＊1,628 ,000円～1,799,999円 給与収入金額×60％＋  100,000円

5 51,0 0 0円～1,618 ,9 9 9円
給与収入金額－550,000円

（ 給与所得控除額）
＊1,800,000円～3,599,999円 給与収入金額×70％－   80,000円

1,619 ,0 0 0 円～1,619 ,9 9 9円 1,069,000円 ＊3,600,000円～6,599,999円 給与収入金額×80％－  440,000円

1,6 20 ,0 0 0 円～1,621,9 9 9円 1,070,000円 6 ,600,000円～8,500,000円 給与収入金額×90％－1,100,000円

1,6 22 ,0 0 0円～1,623 ,9 9 9円 1,072,000円 8 ,500,001円以上 給与収入金額×90％－1,950,000円

1,6 24 ,0 0 0 円～1,627,9 9 9円 1,074,000円
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■所得控除

　 納税義務者に同一生計配偶者や扶養親族がある かど う かなど、 個人的な事情を 考慮し 、 実情に応じ た

税負担を求める ため、 所得金額から 差し 引かれる も のをいいま す（ 表４ 参照）。
 表４

種　 類
要　 　 　 件

控　 除　 額

雑 損 控 除

前年中の震災、 風水害、 冷害、 火災その他の災害又は盗難横領によ る 資産の損失

（ たな卸資産は除く 。）

次のいずれか多い額

・（ 損失額－保険等によ り 補填さ れた額）－（ 総所得金額等×1／10）

・ 災害関連支出金額－５ 万円

医療費控除

１ . 前年中の医療費等の支払

２ . ス イ ッ チOTC医薬品の購入費（ 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を

行っている 方が対象）

）001/５×等額金得所総（｛－）額たれさ填補りよに等険保－費療医たっ払支（ .１

）円万002額度限（｝額いな少かれずいの円万01は又

）円000,88額度限（）円000,21（－）価対入購の品薬医CTOチッイスたっ払支（ .２

※　　「 １ 」と「 ２ 」はいずれか一方を選択する 必要があり ま す。

社会保険料控除
前年中の社会保険料の支払及び給与から の控除

支払った金額及び給与から 控除さ れた金額の全額

小規模企業共済

等掛金控除

１ . 前年中の小規模企業共済法第２ 条第２ 項に規定する 共済契約に基づく 掛金の支払

２ . 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金の支払

３ . 心身障害者扶養共済制度の掛金の支払

支払った金額の全額

●年金所得の計算

　 国民年金、 厚生年金、 共済年金など の公的年金受給者については、 必要経費に代わる も のと し て、 公

的年金等控除額を差し 引いた額が年金所得金額と なり ま す（ 表３ 参照）。
 表３

65歳以上の方

（ 昭和34年１ 月１ 日

以前に生まれた方）

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下
1,000万円超

2 ,000万円以下
2,000万円超

330 万円以下 Ａ －110万円 Ａ －100万円 Ａ －90万円

330 万円超410 万円以下 Ａ ×75％－27.5万円 Ａ ×75％－17.5万円 Ａ ×75％－7.5万円

410 万円超770 万円以下 Ａ ×85％－68.5万円 Ａ ×85％－58.5万円 Ａ ×85％－48.5万円

770 万円超1 ,000 万円以下 Ａ ×95％－145.5万円 Ａ ×95％－135.5万円 Ａ ×95％－125.5万円

1 ,000 万円超 Ａ －195.5万円 Ａ －185.5万円 Ａ －175.5万円

65歳未満の方

（ 昭和34年１ 月２ 日

以降に生まれた方）

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下
1,000万円超

2 ,000万円以下
2,000万円超

130 万円以下 Ａ －60万円 Ａ －50万円 Ａ －40万円

130 万円超410 万円以下 Ａ ×75％－27.5万円 Ａ ×75％－17.5万円 Ａ ×75％－7.5万円

410 万円超770 万円以下 Ａ ×85％－68.5万円 Ａ ×85％－58.5万円 Ａ ×85％－48.5万円

770 万円超1 ,000 万円以下 Ａ ×95％－145.5万円 Ａ ×95％－135.5万円 Ａ ×95％－125.5万円

1 ,000 万円超 Ａ －195.5万円 Ａ －185.5万円 Ａ －175.5万円

　 ※　 表中の「 Ａ 」は、 その年に受給し た公的年金等の収入金額の合計額です。
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種　 類
要　 　 　 件

控　 除　 額

生命保険料控除

前年中の生命保険契約・ 個人年金保険契約・ 介護医療保険契約に基づく 掛金の支払

【 平成24年１ 月１ 日以降に締結し た保険契約等（ 新契約）】

　 支払った「 一般の生命保険料の計」、「 個人年金保険料の計」 及び「 介護医療保険料の

計」をそれぞれ次の「 １ 」 ～「 ４ 」に当てはめて計算し た金額の合計額

　 １ .  12,000円ま での場合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 支払保険料の全額

　 ２ .  12,000円を超え32,000円ま での場合 ・ ・ 支払保険料×１ ／２ ＋ 6,000円

　 ３ .  32,000円を超え56,000円ま での場合 ・ ・ 支払保険料×１ ／４ ＋14,000円

　 ４ .  56,000円を超える 場合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 28,000円

【 平成23年12月31日以前に締結し た保険契約等（ 旧契約）】

　 支払った「 一般の生命保険料の計」 と「 個人年金保険料の計」 をそれぞれ次の「 １ 」 ～

「 ４ 」に当てはめて計算し た金額の合計額

　 １ .  15,000円ま での場合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 支払保険料の全額

　 ２ .  15,000円を超え40,000円ま での場合 ・ ・ 支払保険料×１ ／２ ＋ 7,500円

　 ３ .  40,000円を超え70,000円ま での場合 ・ ・ 支払保険料×１ ／４ ＋17,500円

　 ４ .  70,000円を超える 場合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 35,000円

【 新契約と 旧契約の両方がある 場合】

　 一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除については、 新契約と 旧契約の双方

について控除の適用を受ける 場合、 新契約及び旧契約それぞれ上の算式によ り 計算

し た控除額の合計額（ 限度額28,000円）

　 ※  新契約と 旧契約の両方がある 場合で、 旧契約で計算し た控除額が28,000円を上

）円  。000,53額限上（すまきでがとこるすと額除控を額金のそ、合場る回

※  一般の生命保険料、 個人年金保険料、 介護医療保険料それぞれで計算し た控除

額の合計適用限度額は、 70,000円です。

地震保険料控除

１ . 前年中の地震保険料（ 常時居住し ている 家屋、 又は家財等の資産を保険若し く は

共済の目的と する も ので、 地震や噴火を原因と する 火災等によ っ て生じ た損害に

対し て支払われる 損害保険契約等に係る 地震等損害部分の保険料又は掛金）

２ . 長期損害保険料【 経過措置】（ 保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある 契約

のも ので平成18年12月31日ま でに締結し た長期損害保険契約に係る 保険料につい

ては従来の損害保険料控除が適用さ れま す。 ）

１ . 支払った地震保険料の金額×１ ／２（ 25,000円が限度額）

２ . 長期損害保険契約の支払保険料を次に当てはめて得た金額

　 ・  5,000円ま での場合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 全額

　 ・  5,000円を超え15,000円ま での場合 ・ ・ ・ 支払保険料×１ ／２ ＋ 2,500円

　 ・ 15,000円を超える 場合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10,000円（ 限度額）

）円000,52額度限（計合のそは合場るあが方両の」２「と」１「 .３

※　 「 ２ 」の長期損害保険契約が「 １ 」の損害保険契約等にも 該当する と き は、いずれ

　 か一方の契約に該当する も のと し て控除額を計算し ま す。

障害者控除

障害者である と き

１ 人につき 260,000円（ 特別障害者は300,000円）

※　 同一生計配偶者又は扶養親族が同居特別障害者の場合は、 上記の金額に23万円が

加算さ れま す（ 同居特別障害者控除）。 同居特別障害者と は、 本人、 配偶者又は本

人と 生計を一にする その他の親族のいずれかと 同居し ている 特別障害者の方です。

 表４
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種　 類
要　 　 　 件

控　 除　 額

寡 婦 控 除

いわゆる「 ひと り 親」 に該当せず、 前年の合計所得金額が500万円以下で、 事実上婚姻
関係と 同様の事情にある と 認めら れる 人がいない方で、 次の「 １ 」と「 ２ 」のいずれかに
当てはま る と き
１ . 夫と 離婚し た後婚姻をし ておら ず、 扶養親族がいる
２ . 夫と 死別し た後婚姻をし ていない又は夫の生死が明ら かでない

260,000円

ひと り 親控除

現に婚姻し ていない方又は配偶者の生死が明ら かでない一定の方で、次の「 １ 」 ～「 ３ 」
の全てに当てはま る と き
１ . 総所得金額等が所得税の基礎控除額（ 48万円）以下の生計を一にする 子（ 他の人の同

一生計配偶者又は扶養親族と さ れている 人を除く 。）がいる
２ . 前年の合計所得金額が500万円以下である
３ . 事実上婚姻関係と 同様の事情にある と 認めら れる 人がいない

300,000円

勤労学生控除

勤労学生で、 前年の合計所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得が10万円以下

の方

260,000円

配偶者控除

本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下であり 、 本人と 生計を 一にする 配偶者の

前年の合計所得金額が48万円以下のと き

（ ただし 、 配偶者が事業専従者等に該当する 場合を除く 。）

控除の種類

あなたの前年の合計所得金額

900万円以下
900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除額

控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円

老人控除対象配偶者

（ 生年月日が昭和2 9 年1 月

1 日以前の方）

38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、 生計を一にする 配偶者の前年の合計所

得金額が48万円超133万円以下（ 給与収入金額の場合103万円超201.6万円未満）のと き

配偶者の前年の合計所得金額

あなたの前年の合計所得金額

900万円以下
900万円超

950万円以下
950万円超

1,000万円以下

控除額

48万円超100万円以下 33万円 22万円
11万円

100万円超105万円以下 31万円 21万円

105万円超110万円以下 26万円 18万円 ９ 万円

110万円超115万円以下 21万円 14万円 ７ 万円

115万円超120万円以下 16万円 11万円 ６ 万円

120万円超125万円以下 11万円 ８ 万円 ４ 万円

125万円超130万円以下 ６ 万円 ４ 万円 ２ 万円

130万円超133万円以下 ３ 万円 ２ 万円 １ 万円

133万円超    ０ 円    ０ 円    ０ 円

 表４
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【 合計課税所得金額＊1が200万円以下の方】

次の「 １ 」と「 ２ 」のいずれか少ない額に５ ％（ 市民税４ ％、 県民税１ ％）を乗じ た金額

１ . 表５ 及び次ページ表６ のう ち、 適用がある 控除の金額の合計額

２ . 合計課税所得金額

＊1　「 合計課税所得金額」と は、 課税総所得金額、 課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいま す。

【 合計課税所得金額が200万円を超える方】

次の「 １ 」の金額から「 ２ 」の金額を控除し た額（ ５ 万円を下回る 場合は５ 万円）に５ ％（ 市民税４ ％、 県

民税１ ％）を乗じ た金額

１ . 表５ 及び次ページ表６ のう ち、 適用がある 控除の金額の合計額

２ . 合計課税所得金額－200万円

■税額控除

●調整控除

　 税源移譲によ り 個々の納税者の方の負担が変わら ないよう 、 所得税と 市民税・ 県民税の人的控除額の

差に基づく 負担の増加を調整する ためのも ので、 前年の合計所得金額が2,500万円以下の方については一

定の額が税額から 差し 引かれま す。

算出方法は、 次のと おり です。

 表５

控除の種類 金額 控除の種類 金額

障害者控除

普通 １ 万円 勤労学生控除 １ 万円

特別 10万円

扶養控除

一般 ５ 万円

同居特別 22万円 特定 18万円

寡婦控除 １ 万円 老人 10万円

ひと り 親控除
母 ５ 万円 同居老親等 13万円

父 １ 万円 基礎控除 ５ 万円

種　 類
要　 　 　 件

控　 除　 額

扶 養 控 除

本人と 生計を一にする 親族等の前年の合計所得金額が48万円以下のと き

（ ただし 、 親族等が事業専従者等に該当する 場合を除く 。）

・ 16歳以上19歳未満、

　 23歳以上70歳未満の扶養親族の場合 ･･･ 1人につき 330,000円（ 一般扶養控除）

・ 19歳以上23歳未満の扶養親族の場合 ･･･ 1人につき 450,000円（ 特定扶養控除）

・ 70歳以上の扶養親族の場合 ･･･････････ 1人につき 380,000円（ 老人扶養控除）

・ 70歳以上の扶養親族で、 本人又は配偶者の直系尊属であり 、 いずれかと 同居し て

いる 場合 ･･･････････････････････････ 1人につき 450,000円（ 同居老親等扶養控除）

※　 扶養控除について、 国外居住の方で30歳以上70歳未満の方は、 次のいずれかに該
　 　 当する 場合のみ対象になり ま す。
　 　 ①配偶者 ②留学中 ③障害者 ④納税義務者から 前年において生活費又は教育費に
　 　 充てる ための支払を38万円以上受けている

基 礎 控 除

あなたの前年の合計所得金額 控除額

2,400万円以下 43万円

2,400万円超2,450万円以下 29万円

2,450万円超2,500万円以下 15万円

2,500万円超 適用なし

※　 16歳未満の扶養親族に係る 扶養控除はあり ま せんが、 障害者控除・ 寡婦控除・ ひと り 親控除の欄に記載さ れている「 扶養

親族」には、 16歳未満の年少扶養親族も 含ま れま す。

 表４
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●配当控除

　 配当所得など に対する 、 二重課税を 排除する 趣旨で定めら れており 、 配当所得の金額に次の率を 乗じ

た金額が税額から 差し 引かれま す。

 表７

 課税所得金額の合計額
＊2

種　 類

1 ,000万円以下の部分に含
まれる配当所得の金額

1,000万円超の部分に
含まれる配当所得の金額

市民税 県民税 市民税 県民税

剰余金の配当、 利益の配当、 剰余金の分配、 金銭の分配、 証
券投資信託又は特定株式投資信託の収益の分配に関する所得

2.24％ 0.56％ 1.12％ 0.28％

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に関す
る所得

1.12％ 0.28％ 0.56％ 0.14％

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に関する所得 0.56％ 0.14％ 0.28％ 0.07％

　 ＊2　  表７ 中の「 課税所得金額の合計額」は、 課税総所得金額、 上場株式等に係る課税配当所得の金額、 課税短期譲渡所得金額、

課税長期譲渡所得金額、 株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。

●住宅借入金等特別税額控除（ 住宅ローン控除）

　 平成21年から 令和７ 年ま での間に居住し 、 所得税の住宅ロ ーン減税制度（ 住宅借入金等特別控除） を受

けた方で、 所得税において控除し き れなかった金額がある 場合は、 翌年度の個人住民税において住宅ロ ー

ン控除が適用さ れま す。

　 ＜住宅ローン控除の拡充について＞

　 令和元年10月１ 日の消費税率の引上げに伴い、 消費税率10％が適用さ れる 住宅取得について、 住

宅ロ ーン控除の控除期間が10年間から 13年間に延長さ れま し た。 対象と なる のは、 令和元年10月１

日から 令和２ 年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

※　 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影響によ る 住宅建設の遅延等への対応と して、 住宅ロ ーン 控除

の適用要件が弾力化さ れま し た。

・ 住宅ロ ーン を 借り て新築し た住宅等に令和２ 年12月末ま でに入居でき なかっ た場合でも 、 次

の「 １ 」 ～「 ３ 」 を全て満たす場合には、 控除期間が13年に延長さ れた住宅ロ ーン控除が適用

さ れま す。

１ ． 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影響によ っ て新築住宅、 建売住宅、 中古住宅又は増改築等を

行った住宅への入居が遅れたこ と

２ ． 一定の期日までに、 新築、 建売住宅、 中古住宅の取得、 増改築等に係る契約を行っていること

３ ． 令和３ 年12月末ま での間に「 ２ 」の住宅に入居し ている こ と

　 ・  延長し た分の11年目以降の３ 年間については控除額の上限が設定さ れて、 各年において次の

①と ②を比較し ていずれか少ない金額を税額控除する こ と ができ ま す。

①住宅ロ ーン年末残高の１ ％

②建物購入価格の２ ／３ ％

 表６

控除の種類

あなたの前年の合計所得金額

900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1 ,0 0 0万円以下

金額

配偶者控除
一般 ５ 万円 ４ 万円 ２ 万円

老人 10万円 ６ 万円 ３ 万円

配偶者特別控除
4 8 万円超5 0 万円未満 ５ 万円 ４ 万円 ２ 万円

5 0 万円以上5 5 万円未満 ３ 万円 ２ 万円 １ 万円



1 71 7

【 控除額の計算方法】

個人住民税の

住宅ロ ーン控除額（ Ａ ）
＝

所得税における

住宅ロ ーン控除可能額
－

住宅ロ ーン控除適用前の

前年の所得税額

　 上記の式で算出さ れた控除額が、「 前年分の所得税の課税総所得金額等の５ ％（ 97,500円を限度）（ B） 」 を

超えた場合には、 控除額は（ B）の金額になり ま す。

　 ただし 、 居住年が平成26年から 令和４ 年ま でであ っ て、 当該住宅の取得等が特定取得又は特別特定

取得＊3である 場合には、 上記の式で算出さ れた控除額が、「 前年分の所得税の課税総所得金額等の７ ％

（ 136,500円を限度）（ C）」 を超えた場合には、 控除額は（ C） の金額になり ます ＊4。

　 ＊3　  「 特定取得」 又は「 特別特定取得」 と は、 住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含ま れる 消費税額等（ 消費税額及び地

方消費税額の合計額） が、 ８ ％又は10％の税率によ り 課さ れる べき 消費税額等である 場合における その住宅の取得等

をいいま す。

　 ＊4　  居住年が令和４ 年の場合、 控除額が（ C）と なる のは、 特別特例取得である 場合に限ら れま す。

●寄附金税額控除

　 次のいずれかに該当する 寄附金がある 場合には、 一定の額が税額から 控除さ れま す。

１ . 地方公共団体に対する寄附金

２ . 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたも の

３ . 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたも の

４ . 神奈川県又は川崎市の条例により 指定する寄附金

（ 川崎市が指定する寄附金は川崎市ホームページ「 個人住民税の寄附金税額控除の制度について」

（ https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000020376 .html）をご覧く ださ い。）

　・ 寄附金額が2,000円を超える 部分について税額控除さ れま す。

るす当該に」１「、は合場たし附寄にどな府政本日、金募同共央中、社字十赤本日てしと金援義地災被・　

　・ 寄附金と し て控除を受けら れる 場合があり ま す。

※　 令和４ 年度税制改正によ る 住宅ロ ーン控除の適用期限の延長等

　 適用期限が令和７ 年12月31日へ４ 年延長さ れる と と も に、 認定住宅等につき 、 借入限度額の
上乗せが行われま し た。 ま た、 控除率を0.7％（ 改正前1.0％） と し つつ、 控除期間に関し て新築
等の認定住宅等については令和４ ～７ 年入居につき 13年と し 、 新築等のその他の住宅について
は令和４ ・ ５ 年入居は13年、 令和６ ・ ７ 年入居は10年と し 、 既存住宅については令和４ ～７ 年
入居につき 10年と さ れま し た。 さ ら に、 所得要件を合計所得金額2,000万円以下（ 改正前： 3,000
万円以下） と し 、 令和５ 年以前に建築確認を受けた新築住宅について、 合計所得金額1,000万円
以下の者に限り 、 40㎡以上の住宅が控除対象と さ れま し た。

※　 令和３ 年度税制改正によ る 住宅ロ ーン控除の特例の延長等

　 　 控除期間13年の特例の適用期限が延長さ れ、 一定の期間（ 新築の場合は令和２ 年10月から 令

和３ 年９ 月末ま で、 それ以外は、 令和２ 年12月から 令和３ 年11月末ま で） に契約し 、 令和４ 年

末ま でに入居し た方が対象と なり ま す（ 特別特例取得）。 ま た、 こ の延長し た部分に限り 、 合

計所得金額1,000万円以下の者について面積要件が緩和さ れま す（ 50㎡以上→40㎡以上）。

https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000020376.html
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【 手続】

１ . 所得税及び市民税・ 県民税で控除を受けよう と する方

　 　  寄附を行った先の団体が発行し た領収証書を添付又は提示し 、 税務署へ確定申告をし てく ださ い。

※ 　 地方公共団体への寄附の場合、 領収証書ではなく 、 ポータ ルサイ ト 等を 運営する 特定事業者（ 国税庁ホームページでご確認く

　 ださ い。）が発行する「 寄附金控除に関する 証明書」を添付する こ と も でき ま す。

２ . 市民税・ 県民税のみ控除を受ける方

　 　  市民税・ 県民税の申告書又は市民税・ 県民税寄附金税額控除申告書にて、 お近く の市税事務所・ 市

税分室へ申告し てく ださ い。

控除外 控除額

適用下限額
2,000 円

所得税の控除額

（ 寄附金の合計額－2,00 0 円）

× 所得税率

1. 基本控除額

（ 寄附金の合計額－2,00 0 円）

×住民税率（ 10% ）

2 . 特例控除額

個人住民税所得割の２ 割を限度

【 控除額の計算方法】

　 次の「 １ 」と「 ２ 」の合計額が個人住民税の税額控除と なり ま す。

１ . 基本控除額＊5

市民税控除相当額＝（ 寄附金の合計額－2,000円）×８ ％

県民税控除相当額＝（ 寄附金の合計額－2,000円）×２ ％

＊5　 寄附金の合計額は総所得金額等の30％が限度額と なり ま す。

２ . 特例控除額＊6 (地方公共団体に対する寄附金（ 令和元年６ 月１ 日以降は総務大臣が指定するも のに限

る。）に適用)

控除額＝（ 地方公共団体への寄附金の合計額－2,000円）×

{90％－（ 所得税の限界税率＊7×1.021（ 復興特別所得税分））}

市民税控除相当額＝控除額×４ /５

県民税控除相当額＝控除額×１ /５

＊6　 特例控除の限度額は、 個人住民税所得割（ 令和６ 年度について特別税額控除（ 定額減税） の対象
　 　  と なる 方は、 特別税額控除前の所得割） の20％になり ま す。

＊7　 「 所得税の限界税率」 と は、 寄附を行った方に適用さ れる 所得税の最も 大き な税率のこ と で、 課

税さ れる 所得が多く なる ほど 大き く なり ま す。

　 　  復興特別所得税の創設に伴い、 平成26年度から 令和20年度ま での寄附金税額控除の算定において、

復興特別所得税2.1％に対応する 率を減ずる 調整が行われま す（ 所得税と 個人住民税の控除の合計額に

変更はあり ま せん。 ） 。

●特別税額控除（ 定額減税）  

　 令和６ 年度税制改正によ り 、 令和６ 年度分の市民税・ 県民税について、 特別税額控除（ 定額減税） が

実施さ れま す。 前年の合計所得金額が1,805万円（ 給与収入金額のみの場合2,000万円） 以下で所得割額が

ある 場合、 所得割の額から 次の控除の合計額を 控除し ま す（ 均等割額のみの課税の場合は、 特別税額控

除の対象と なり ま せん。） 。

①本人　 １ 万円

②控除対象配偶者又は扶養親族（ 国外居住者を除く 。 ） 　 １ 人につき １ 万円

※　 特別税額控除可能額（ 上の①と ②の合計額） が市民税・ 県民税の所得割の額を超える 場合は、 市民

税・ 県民税の所得割の額が限度額と なり ま す。 市民税・ 県民税の所得割の額から 控除する こ と がで

き なかっ た特別税額控除額が発生する 場合は、 調整給付金が支給さ れま す。 調整給付金に関する こ

と （ 通知書の送付や支給の時期など） については、 川崎市ホームページをご確認く ださ い。

※　 特別税額控除は、 他の税額控除の額を控除し た後の所得割の額から 控除し ま す。

※　 所得割の額と は、 調整控除額等控除後の所得割の額（ 100円未満切り 捨て前の金額） をいいま す。

　 こ のほか、 外国税額控除、 配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除があり ま すが、 詳し い内容は市

税事務所市民税課市民税係・ 市税分室市民税担当へお問い合わせく ださ い。
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③

①ふるさ と 納税

確定申告
（ 領収書添付）

④

ふるさ と 納税

をし た年分の

所得税から

還付

②領収書
ふるさ と 納税者

ふるさ と 納税先団体

税務署税務署

住所地市町村住所地市町村

①ふるさ と 納税 + 控除申請の要請

②
納税者情報やふるさ と 納税情報
の通知（ 控除申請の伝達）

　 　 　 　 　 　 　 　 ③
ふるさ と 納税をし た
翌年度分の住民税
が減額

ふるさ と 納税先団体
ふるさ と 納税者

住所地市町村住所地市町村

～ふるさ と 納税ワンスト ッ プ特例制度のご案内～
税控除を受けるための確定申告が不要になり ます

寄附し た方が、寄附先の団体へワ ンス ト ッ プ特例の申請をする こ と によ り 、 確定申告をし なく ても 、

税控除の適用を受ける こ と ができ ます。 なお、 令和元年６ 月１ 日から は総務大臣の指定を受けた団体

に限ら れま す。

確定申告を行っ た場合と 同額の税控除が受けら れます

ワ ンス ト ッ プ特例が適用さ れる 場合は、 寄附を行った翌年度の市民税・ 県民税（ 個人住民税） におい

て、 所得税（ 国税） 控除分相当額を含めて控除さ れます（ 確定申告を行った場合と 同額が控除さ れます。）。

●申請の対象と なる方

　 次の「 １ 」及び「 ２ 」に該当する 方について、 申請する こ と ができ ま す。

）項８第（項１第条７第則附法税方地（方いなの定予るすを」告申の税民県・税民市「び及」告申定確「.１

に規定する 申告特例対象寄附者）

※　 申請後、 確定申告等をする場合、 ワンストップ特例が適用されないことになりますので、 申請した全ての寄附金について、

扶養控除、 医療費控除、 ふるさと 納税以外の寄附金その他の申告事項と 併せて必ず申告するよう 、 ご注意ください。

２ . １ 月１ 日から 12月31日の間にワ ンス ト ッ プ特例の申請が５ 団体以下と 見込ま れる 方（ 地方税法附則

第７ 条第２ 項（ 第９ 項）に規定する 要件に該当する 者）

※　 ５ 団体を超えて申請し た場合、 申請は全てなかっ たも のと なり ま す。

●申請の手続

　「 寄附金税額控除に係る 申告特例申請書」 に必要事項を 記載の上、 ふる さ と 納税（ 寄附） を する 際

に、 寄附先の団体のふる さ と 納税担当窓口に申請し てく ださ い。 なお、 申請書は川崎市ホームページ

（ https://w w w .city.kaw asaki.jp/230/page/0000066575.htm l）から 取得でき ま す。

●税控除までの流れ

・ 「 川崎市市税条例の規定による寄附金指定一覧」 にある法人（「 川崎市市税条例の規定による寄附金指定一

覧」 の法人、「 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の

規定によるNPO法人一覧」の両方に記載されている法人も同じです。）に対して寄附を行った場合、 確定申告す

ることによって、 市民税の寄附金税額控除及び所得税の寄附金控除の適用を受けることができます。

 　 　 こ の場合、 市民税・ 県民税寄附金税額控除申告書の提出は不要です。

・ 「 川崎市個人市民税の控除対象と なる 寄附金を受け入れる 特定非営利活動法人を定める 条例の規定に

よ る NPO法人一覧」 にある 法人に対し て寄附を行った場合、 市民税・ 県民税寄附金税額控除申告書を

提出する こ と によ って、 市民税の寄附金税額控除の適用を 受ける こ と ができ ま す（ 所得税の寄附金控

除の対象にはなり ま せん。）。

※　 「 川崎市市税条例の規定によ る 寄附金指定一覧」 及び「 川崎市個人市民税の控除対象と なる 寄附

　 　 金を受け入れる 特定非営利活動法人を定める 条例の規定によ る NPO法人一覧」 は川崎市ホームペ

　 　 ージ（ https://w w w .city.kaw asaki.jp/230/page/0000020376.htm l）をご覧く ださ い。

※　 ワ ンス ト ッ プ特例が適用さ れない場合は、 その旨の通知が
送付さ れま す。その場合、確定申告等を行う 必要があり ま す。

確定申告を行う 場合 ワンスト ッ プ特例が適用さ れる場合

確定申告が不要な給与職者等が対象
５ 団体以内のふるさ と 納税の場合

⑤ふるさ と 納税をし た

　 翌年度分の住民税

　 が減額

③’ 申告情報の共有 [　 　 　 　 　 　   ]

https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000066575.html
https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000020376.html
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●課税所得金額

所得金額（ 収入金額－必要経費）
　 　 7,633,000円－1,863,300 円＝5,769,700円…①（ 給与所得金額 11 ページ表２ 参照）

所得控除額（ 12～15 ページ表４ 参照）

　 ・ 社会保険料控除額　  669,500円（ 全額）
　 ・ 生命保険料控除額　    70,000円（ 限度額）
　 ・ 配偶者控除額  330,000円 所得控除額の計 …… 1,829,500 円…②

　 ・ 扶養控除額 　 　 　 　 330,000円
　 ・ 基礎控除額　 　 　 　  430,000円
　 　 ※　 16 歳未満の扶養親族に係る 扶養控除はあり ま せん。

課税所得金額 ……………… ①－②＝3,940,200円⇒3,940,000円…③
＊1

●調整控除前の所得割額

市　 民　 税 県　 民　 税

③×８ ％（ 税率）＝315,200円…④ ③×2.025％（ 税率）＝79,785円…⑤

●調整控除額

③が200万円を 超える 方に該当
・ 人的控除額の差の合計 ……………… 150,000円（ 15 ページ表５ 及び16ページ表６ 参照）
　 150,000円－（ 3,940,000円－2,000,000円）＝－1,790,000円…⑥
　 ⑥＜50,000円

50,000円×４ ％＝2,000円…⑦ 50,000円×１ ％＝500円…⑧

●調整控除後の所得割額

●特別税額控除額

④－⑦＝313,200円…⑨

　 　 　 　 ⇒ 313,200円…⑪＊2

⑤－⑧＝79,285円…⑩

　 　 　 　 ⇒ 79,200円…⑫＊2

●特別税額控除適用後の所得割額

特別税額控除適用後所得割額（ ⑨－⑭）

…281,281円⇒281,200円＊2…⑮

特別税額控除適用後所得割額（ ⑩－⑬）

…71,204円⇒71,200円＊2…⑯

●均等割額

均等割額 …… 3,000円…⑰ 均等割額 …… 1,300円…⑱

●森林環境税額

森林環境税額 …… 1,000円…⑲

●年税額

⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲＝357,700円
※　 特別税額控除（ 定額減税） の対象と なら ない場合の年税額は、 ⑪＋⑫＋⑰＋⑱＋⑲の合計額と なり ま す。

＊1　 1,000円未満切捨て　 　 　 ＊2　 100円未満切捨て　 　 ＊3　 １ 円未満切上げ　 　 ＊4　 国外居住者を 除く

【 令和６ 年度の市民税・ 県民税・ 森林環境税の計算例】

家族構成 …………… 夫婦と 子供２ 人（ 妻子は所得なし 、 夫婦共に43 歳、 子は17 歳と 11 歳）
前年中の収入 …………………… 給与収入金額 7,633,000 円
前年中の社会保険料支払額 ……………………… 669,500 円
前年中の生命保険料等支払額 …………………… 300,000 円（ 新契約の一般生命保険、 個人年金、

介護医療保険と も に各100,000 円）

令和５ 年分の所得が1,805万円以下で⑪⑫が０ 円以上である 場合は、 特別税額控除（ 定額減税） の対象と なり ま す。
対象と なら ない場合には、 ⑪及び⑫の所得割額が市民税・ 県民税の所得割額と なり ま す。

・ １ 万円+ １ 万円×控除対象配偶者又は扶養親族の人数…40,000円（ 詳細は18ページ参照） 　

　 県民税※１ ： 40,000円×｛ ⑩÷（ ⑨＋⑩）｝＝8,081円…⑬＊3

　 市民税※２ ： 40,000円－⑬＝31,919円…⑭
 

※１ 　 （ １ 万円+ １ 万円×控除対象配偶者又は扶養親族の人数＊４ ） ×　 　 　 　
県民税所得割の額

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 県民税所得割の額+ 市民税所得割の額

※２ 　 （ １ 万円+ １ 万円×控除対象配偶者又は扶養親族の人数＊４ ） －県民税特別税額控除額
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●土地、 建物等の譲渡所得の課税の特例

　 土地、 建物等を 譲渡し た場合の所得については、 他の所得と 分離し て課税さ れます。 ま た、 譲渡し た

資産の所有期間（ 譲渡をし た年の１ 月１ 日現在での所有期間） によ って、 長期譲渡所得（ ５ 年超） と 短期譲

渡所得（ ５ 年以下）に区分さ れま す。

１ . 課税さ れる譲渡所得金額の計算

譲渡所得の収入金額－取得費及び譲渡費用－特別控除額＊＝譲渡所得金額

　 　 　 ＊　 居住用財産を譲渡し た場合の特別控除額3,000万円など があり ま す。

・「 優良住宅地の造成等のための譲渡及び居住用財産の譲渡」 の場合には、 長期譲渡所得に対する課税の

。すまりあが例特の税課るす対に得所渡譲期短、はに合場の」渡譲のへ等体団共公方地・国「、りあが例特

・ 長期譲渡所得、 短期譲渡所得の金額の計算上生じ た損失は、 他の所得と の通算及び翌年度以降への

繰越し は認めら れません。

２ . 税額の計算（ 通常の場合）

所有期間による区分
税　 率

市民税 県民税

　長期譲渡所得（ ５ 年超） ４ ％ １ ％

　短期譲渡所得（ ５ 年以下） 7.2％ 1.8％

譲渡所得金額×税率

　 このほかの課税の特例に、 株式等の譲渡所得等に対するもの、 先物取引に係る 雑所得等に対するものな

どがあります。 詳しい内容は市税事務所市民税課市民税係・ 市税分室市民税担当へお問い合わせください。

■申　 告

　 １ 月１ 日（ 賦課期日） 現在に市内に住所のある 方は、 毎年３ 月15日ま でに前年中の所得を申告し なけれ

ばなり ま せん。 ただし 、 次に該当する 方を除き ま す。

１ . 前年分の所得税の確定申告書を提出し た方

２ . 前年中の収入が給与だけの方で給与支払報告書（ 年末調整の済んだも の） が勤務先から 提出さ れている 方
　３ . 前年中の収入が公的年金等だけの方（ 生命保険料など の控除を受ける 方は申告が必要です。）

■納付納入の方法

　 納め方には、「 普通徴収」と「 特別徴収」の２ つの方法があり ま す。

●普通徴収

　

●特別徴収

【 給与所得者に係る特別徴収】

　

■所得割の課税の特例

●退職所得に対する課税の特例

　 退職所得については、 他の所得と 分離し て課税さ れ、 退職金などの支払者がその支払いをする と き に、

支払額から 差し 引いて市に納入する こ と になり ま す。

（ 退職金などの収入金額－退職所得控除額）×１ ／２ ×税率（ 市民税６ ％、 県民税４ ％）＝所得割額

　 ※  　 特定役員退職手当等及び短期退職手当等（ 退職所得控除額控除後の金額が300万円超の部分） につ

いては、 １ ／２ を乗じ る 措置があり ま せん。

　 給与所得者の市民税・ 県民税・ 森林環境税は、 給与支払者（ 特別徴収義務者） が毎月の給与を支払う 際
に、 市から 送付さ れた特別徴収税額の通知書によ り 定めら れた税額分を 差し 引き 、 こ れを と り ま と め、
翌月の10日ま でに納入する こ と になり ま す。
　 ま た、 退職など によ り 給与の支払いを受けなく なった場合は、 残り の税額を「 普通徴収」 の方法によ っ
て納めていただき ま す。

　 事業所得者など 、 給与所得者及び一定の年金受給者以外の方の市民税・ 県民税・ 森林環境税は、 納

税通知書によ り 、 ６ 月、 ８ 月、 10月、 翌年１ 月の通常年４ 回に分けら れた税額を 、 それぞれの納期限ま

でに納めていただきます。
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～事業主の皆様へ～

●市民税・ 県民税・ 森林環境税特別徴収実施のお願い

　 事業主の皆様には、 所得税の源泉徴収と 同様に、 従業員の方に支払う 月々の

給与から 市民税・ 県民税・ 森林環境税を 差し 引き 、 従業員の方に代わって市町

村へ納入する こ と（ 特別徴収）が法令によ り 義務付けら れていま す。

　 川崎市では神奈川県及び県内市町村と 連携し て、 県内の事業主の皆様に対し

て市民税・ 県民税・ 森林環境税の特別徴収を推進する 取組を行っていま す。

　 現在、 特別徴収を行っていない事業主の皆様におかれま し ては、 早期に特別

徴収を実施し ていただき ま すよ う お願いいたし ま す。

【 特別徴収になると 】

従業員の方

　  従業員の方がご自分で納付する 場合は、 年４ 回に分けてお支払いいただき ま すが、 特別徴収の場合は年
12回に分けてお支払いいただき ま すので、 １ 回あたり の負担額が少なく なり ま す（ 令和６ 年度の特別税額
控除（ 定額減税）の対象と なる 方については、７ 月から 翌年の５ 月ま で11回に分けてお支払いいただき ま す。）。

事業主の方

　 給与から 差し 引く 市民税・ 県民税・ 森林環境税の税額は各市町村が計算し 、 事業主の方へ通知し ま す。
所得税の源泉徴収のよ う に、 事業主の方が税額を計算する 必要はあり ま せん。

●給与支払報告書等の電子提出が義務化さ れまし た

　 基準年（ 前々年）に税務署に提出する 給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が100

枚以上である 給与支払者等については、 各市町村に提出し ている 給与支払報告書や公的年金等支払報告書

をｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ（ エルタ ッ ク ス ）
＊
、 光ディ スク 、 磁気ディ スク によ り 電子データ で提出し ていただく こ と と なり

まし た。

　 ＊　 ｅ Ｌ Ｔ ＡＸ については、 ｅ Ｌ Ｔ ＡＸ ホーム ページ（ https://w w w .eltax .lta.go.jp/）をご覧く ださ い。

●給与支払報告書、 公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化について

　 平成29年１ 月から 、 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ を利用し て、 給与や公的年金等の支払報告書の電子申告用のデータ を 作

成する 際、 税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告（ e-Tax） 用のデータ も 同時に作成する こ と ができ

る よ う になり ま し た。 ま た、 同時に作成し たデータ は、 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ に一括し て送信する こ と で支払報告書

は各市町村に、 源泉徴収票についてはe-Taxで事業者の方の所轄税務署にそれぞれ提出さ れま す（ 以下「 一

元化」と いいま す。）。

　 ※　 Ｐ Ｃ ｄ ｅ ｓ ｋ 及び一元化対応税務ソ フト に限り ます。

●市民税・ 県民税・ 森林環境税の給与から の特別徴収に係る特別徴収税額通知の電子化について

　 川崎市では、「 給与所得等に係る 市民税・ 県民税・ 森林環境税 特別徴収税額の決定・ 変更通知書（ 特別徴
収義務者用） 」 の内容を データ 化し 、 法的効力を 持たせた、 特別徴収税額通知を 　 　 Ｔ Ａ Ｘ を通じ て提ｅ Ｌ

供し ま す。 ま た、 令和６ 年度よ り 「 給与所得等に係る 市民税・ 県民税・ 森林環境税 特別徴収税額の決定・

変更通知書（ 納税義務者用） 」 についても 、 法的効力を 持たせた『 電子データ 』 （ 正本） の提供を 行いま
す。 こ れによ り 、 電子データ での通知が正本と なる ため、 電子的に給与シス テム 等に課税額を 取り 込むこ
と ができ る メ リ ッ ト があ り ま す。

【 公的年金受給者に係る特別徴収】

　

　 一定の公的年金受給者の市民税・ 県民税・ 森林環境税は、 年金支払者（ 特別徴収義務者） が毎支給月に
年金を支払う 際、 市から 通知さ れた税額を差し 引き 、 こ れをと り ま と め、 翌月の10日ま でに納入する こ と
になり ま す。
　 ま た、 こ の公的年金から の特別徴収が適用さ れる 初年度については、 ６ 月及び８ 月に「 普通徴収」 の方
法によ って納めていただき 、 10月から 「 特別徴収」 の方法によ り 、 納めていただき ま す。
　 適用２ 年度目以降については、 ４ 月、 ６ 月及び８ 月に前年度の特別徴収税額（ 年税額） の２ 分の１ に相
当する 額を３ 回に分けて仮徴収と し て納めていただき 、 その後算出さ れた年税額と 仮徴収の合計額と の差
額を10月、 12月及び翌年の２ 月にて本徴収と し て納めていただく こ と になり ま す。

https://www.eltax.lta.go.jp/
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Q&A  　 市民税

Q 　 A 　

Q 　

　

（ 参考）

　

A

Q A

☆年の中途で引っ 越し し た場合は？

☆退職後の納め方は？

☆給与以外に副収入がある場合の市民税・ 県民税の申告は？

　 わたし は、 令和6 年３ 月７ 日に川崎市から

相模原市へ引っ 越し し まし た。 と こ ろが、 ６

月に川崎市から 令和6 年度の市民税・ 県民税

※　 会社 ( 特別徴収義務者 ) から あなたが退

職さ れた旨の内容を 記載し た「 特別徴収

に係る給与所得者異動届出書」 を提出し

ていただく こ と が必要です。

　 ６ 月１ 日から 12月31日ま での間に退職さ れ

る 方で、 残り の税額の全額一括徴収を希望す

る 方は、 勤務先に申し 出る こ と が必要です。

　 なお、 １ 月１ 日から ４ 月30日ま での間に退

職さ れた方は、 申出の有無に関係なく 、 ５ 月

31日ま でに残り の税額を超える 給料又は退職

手当など が支払われる 場合に、 そこ から 全額

一括徴収さ れま す。

わたし は、 勤務のかたわら 仕事関

係の雑誌に原稿を書き、 その所得が

1 8 万円ほど あり ます。 所得税の場

合は2 0 万円以下であれば申告不要

と 聞いていますが、 市民税・ 県民税

の申告はする必要があるのでし ょ う

か。

所得税では、 所得の発生し た時点で源泉徴収を行っ

ている こ と など の理由から 、 給与所得以外の所得が

2 0 万円以下の場合には確定申告不要と さ れています

が、 市民税・ 県民税では、 こ のよう な源泉徴収制度は

なく 、 他の所得と 合算し て税額が計算さ れるこ と とな

り ますので、 給与所得以外の所得がある場合には、 所

得の多寡にかかわら ず申告し なければなり ません。

・ 森林環境税の納税通

知書が送ら れてき まし

た。 引っ 越し し ても 、

引っ 越し 前の川崎市に

市民税・ 県民税・ 森林

環境税を 納める ので

し ょ う か。

　 市民税・ 県民税・ 森林環境税は、 その年の

１ 月１ 日現在に住んでいる方に対し て、 前年

中の所得をも と にし て、 １ 年分の市民税・ 県

民税・ 森林環境税を課税するこ と になっ てい

ます。

　 し たがっ て、 あなたの場合は、 令和6 年１ 月

１ 日現在川崎市に住んでいまし たので、 その

後相模原市へ引っ 越し し たと し ても 、 令和6 年

度分の市民税・ 県民税・ 森林環境税は相模原

市ではなく 、 川崎市に納めていただきます。

　 わたし は、 令和6 年７ 月末日で会社を退職し

ます。 令和6 年度市民税・ 県民税・ 森林環境税

の７ 月分は給料から 差し 引かれますが、 退職

後はどのよう にし て残り の市民税・ 県民税・

森林環境税を納めればよいのでし ょ う か。

　 給与所得者の場合は、 年税額を６ 月から 翌

年の５ 月までの1 2 回（ 令和６ 年度の特別税額

控除（ 定額減税） の対象の方は、 ７ 月から 翌

年の５ 月までの1 1 回） に分けて、 会社が毎月

の給料から 差し 引いて納入するこ と になっ て

います。 あなたの場合は、 退職のため今年８

月から 来年５ 月までの分が給料から 差し 引け

なく なり ますので、 残り の分について、 あら

ためて納税通知書を お送り いたし ます。 納税

通知書に同封さ れた納付書を使っ てお納めく

ださ い。
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Q&A

Q

A

パート の年間収入

パート 労働者への税金
パート 労働者の配偶者が

控除を受けら れるかどう か

所得税 配偶者控除
市民税・ 県民税

森林環境税
配偶者特別控除

1 0 0 万円以下

かから ない

かから ない

受けら れる 受けら れない

1 0 0 万円超～1 0 3 万円以下

かかる1 0 3 万円超～2 0 1 万6 千円未満

かかる 受けら れない

受けら れる

2 0 1 万6 千円以上 受けら れない

　 わたし は、 パート で働いていますが、 収入が

いく ら ま でなら 税金がかから ないのでし ょ う

か。

　 また、 わたし の収入がいく ら までなら 夫は配

偶者控除や配偶者特別控除を受けら れるのでし

ょ う か。

　 あなた本人にかかる税金は、 あなたのパート

収入が1 0 3 万円以下であれば所得税がかから

ず、 1 0 0 万円以下であれば市民税・ 県民税・ 森

林環境税も かかり ません。

　 次に、 夫の配偶者控除と 配偶者特別控除につ

いて は、 あな た の収入金額が次のよ う に影響し

ます。

※　 合計所得金額1,000万円は給与収入にすると 1,195万円になり ます。

【 配偶者控除】

　 夫の合計所得金額が1 ,0 0 0 万円以下の

場合で、 あなたの収入金額が1 0 3 万円以

下であれば受けら れます。 ただし 、 夫の

収入金額によっ て控除額が変動し ます。

【 配偶者特別控除】

　 夫の合計所得金額が1 ,0 0 0 万円以下の

場合で、 あなたの収入金額が1 0 3 万円超

2 0 1 万6 千円未満で受けら れます。 ただ

し 、 夫と あなたの収入金額によ っ て控除

額が変動し ます。

　 こ れら の関係をまと めると 下表のよ う

になり ます。

市民税

☆昨年亡く なっ た方の市民税・ 県民税・ 森林環境税は？

Q A

☆パート 収入に対する税金は？

　 わたし の夫は、 令和６ 年

３ 月に 死亡 し ま し た が、

昨年中に夫が得た所得に対

する 市民税・ 県民税・ 森林

環境税は、 どう なるのでし

ょ う か。

　 市民税・ 県民税・ 森林環境税は、 毎年１ 月１ 日現在で住

所のある方に対し て、 その住所地の市町村が課税するこ と

になっ ています。 し たがっ て、 令和6 年１ 月２ 日以降に死亡

さ れた方に対し ては、 令和6 年度の市民税・ 県民税・ 森林環

境税が課税さ れるこ と と なり ます。 なお、 令和7 年度から は

課税さ れません。

税
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Q&A  　 市民税

Q 個人の市民税・ 県民税では、 住所地以外のA

☆住まいの区以外の区に事務所（ 店舗など） がある場合は？

　 わたし は、 妻と 二人で高津区に住み、 個人

商店を 経営し ており ます。 令和５ 年中に宮前

区にも 新し く 店を 出し たと こ ろ 、 今年の６ 月

に、２ 通も の納税通知書が送ら れてき まし た。

２ 通も の納税通知書が送ら れてく るのは、 お

かし いのではないでし ょ う か。

区に事務所、 事業所又は家屋敷がある方は、

収入に対し て課税さ れる市民税・ 県民税と は

別に、 区毎に均等割が課税さ れるこ と になっ

ています。

　 し たがっ て、 あなたの場合、 あなたの収入

に対し て課税さ れる市民税・ 県民税と 住所地

以外にある店舗に対し て課税さ れる市民税・

県民税（ 均等割） があるため、 納税通知書が

２ 通送ら れたのは誤り ではあり ません。

　 なお、 納税通知書に「 所得等明細」 を 添付

し ていますので、 課税内容の確認にお役立て

く ださ い。

Q

☆昨年から 外国で勤務し ている場合は？

A　 日本国内に居住し ていた方が、 出国により

１ 月１ 日現在、 国内に住所がない場合及び国

内に事務所、 事業所又は家屋敷がない場合は、

個人の市民税・ 県民税・ 森林環境税の納税義

務はないと さ れています。

　 ただし 、 たまたま１ 月１ 日に出国し ていた方

でも、 その方の出国の期間、 目的、 出国中の

居住の状況などから 単に旅行にすぎないと 判

断さ れる場合には、 出国前に居住し ていたと

ころに住所があるものとし て取り 扱われます。

　 あなたの場合は、 令和６ 年１ 月１ 日現在、

２ 年間の海外勤務のため日本を 出国し て い

て、 国内に住所があり ませんので、 令和６ 年

度の市民税・ 県民税・ 森林環境税は課税さ れ

ません。

　 わたし は、 会社に勤務し 、 市内の寮に住ん

でいまし たが、 令和５ 年７ 月１ 日付で２ 年間

外国に転勤するこ と になり 、 同日に出国し ま

し た。 令和６ 年度も 市民税・ 県民税・ 森林環

境税が課税さ れるのでし ょ う か。

（ 参考）

　 平成24年７ 月に住民基本台帳法が改正さ

れ、 外国人住民についても 日本人と 同様に住

民票が作成さ れる こ と と なり ま し た。

　 住民票が作成さ れる のは、 特別永住者と 在

留期間が３ か月を 超える 中長期在留者（ 観光

など の短期滞在者を 除き ま す。） 等です。 こ

れによ り 、 外国人の方についても 、 日本人の

方と 同様に１ 月１ 日現在の住民票に基づいて

市民税・ 県民税・ 森林環境税が課税さ れる こ と

と なり ま す。
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法人の市民税

　 法人の市民税は、 区内に事務所や事業所又は寮などを有する 法人に課さ れる 税で、「 均等割」と「 法人税

割」に分類さ れま す。

　（ 注）　 法人には、 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり 、 かつ、 収益事業を 行う

も の（ 以下「 人格のない社団等」 と いいま す。）並びに法人課税信託の引受けを行う こ と によ り 法人

税を課さ れる 法人及び個人（ 以下「 受託法人」 と いいま す。）も 含ま れま す。

■納税義務者

納　 税　 義　 務　 者 納めるべき 税額

区内に事務所又は事業所を有する法人及び人格のない社団等 均等割と 法人税割

区内に寮などを有する法人及び人格のない社団等で、 その区内に事務所
又は事業所を有し ないも の

均等割

区内に事務所又は事業所を有する受託法人（ 受託法人と し ての納税義務） 法人税割

　 ※　 新たに上記に該当する こ と になった場合は、 届出が必要です。

■税　 率

●均等割

　 均等割額＝税率(年額)×区内に事務所、 事業所又は寮などを有し ていた月数÷12

法人等の区分
税率（ 年額）

区内の従業者数50人以下 区内の従業者数50人超

公共法人、 公益法人等　 など ５ 万円

資
本
金
等
の
額

1,000万円以下である法人  ５ 万円  12万円

1,000万円を超え１ 億円以下である法人 13万円  15万円

１ 億円を超え10億円以下である法人 16万円  40万円

10億円を超え50億円以下である法人
41万円

175万円

50億円を超える法人 300万円

○　 均等割額は、 事務所、 事業所又は寮など が所在する 区ごと に算定し ま す。

○　「 公共法人、 公益法人等　 など 」と は、 次のも のです。

　 ・ 公共法人（ 法人税法別表第一に掲げる 法人）

　 ・ 公益法人等（ 地方税法第294条第７ 項に規定する 法人のう ち法人税法別表第二に規定する 独立行政

法人で収益事業を行う も の以外のも の）

・ 人格のない社団等

・ 一般社団法人及び一般財団法人（ いずれも 非営利型法人に該当する も のを除き ま す。）

・ 保険業法に規定する 相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有し ないも の

○　 資本金等の額と は、 原則と し て、 法人税法第２ 条第16号に規定する 資本金等の額に無償増減資等

の金額を 加減算し た額と なり ます。 ただし 、 当該金額が、 資本金の額及び資本準備金の額の合算額

又は出資金の額に満たない場合には、 資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額を 税

率区分の判定に用いる 額と し ま す。

　 　 なお、 保険業法に規定する 相互会社は、 純資産額を資本金等の額と し 、 税率区分を判定し ま す。
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●法人税割

　 法人税割額＝課税標準と なる法人税額×税率

資本金の額又は出資金の額

税率

平成26年10月１ 日以後に
開始する事業年度

令和元年10月１ 日以後に
開始する 事業年度

10億円以上の法人、 保険業法に規定する 相互会社
及び受託法人

12 .1 % 8 .4％

５ 億円以上10億円未満の法人 10 .9 % 7 .2％

５ 億円未満の法人、 資本又は出資を 有し ない法人
及び人格のない社団等

1 9 .7% 6 .0％

○　 川崎市と 他の市町村に事務所又は事業所を 有する 法人は、 課税標準と なる 法人税額を 市町村ごと

の従業者数を基準にあん分し て法人税割額を求め、 その額を納める こ と になり ま す。

■申告と 納付の方法

　 納税義務者である 法人が税額を算出し て申告し 、 その申告し た税額を納める こ と になり ま す。

主な申告の種類 申告納付の期限 納める税額

中間申告
（ 普通法人で事業

年 度 が ６ か 月 を

超 え、 法 人 税 の

予 定 申 告 税 額 が

10万 円 を 超 え る

場 合、 申 告 納 付

し ま す。）

事業年度開始の
日以後６ か月を
経過し た日から
２ か月以内

次のいずれかの申告方法によ る 均等割額と 法人税割額の合計額
ア　 予定申告

　 事業年度開始の日以後６ か月の期間中に事務所又は事業所を 有
し ていた月数分の均等割額と 、 前事業年度の法人税割額に６ を 乗
じ 前事業年度の月数で除し て計算し た法人税割額と の合計額

イ 　 仮決算によ る 中間申告
　 事業年度開始の日以後６ か月の期間中に事務所又は事業所を有
し ていた月数分の均等割額と 、 その期間を １ 事業年度と みなし て
計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

確定申告

原則と し て事業
年度終了の日の
翌日から ２ か月
以内

均等割額と 法人税割額の合計額
ただし 、 中間申告を 行っ た税額がある 場合の納付額は、 その税額を
差し 引いた額

※　 法人税について、 確定申告書の提出期限の延長に関し て税務署長の承認を 受けた場合には、 当該
延長さ れた期間、 法人市民税の確定申告書の提出期限も 延長さ れま す。

※　 市内の２ 以上の区に事務所、 事業所又は寮など がある 場合の均等割額の申告は、 区ごと に算定し
た均等割額を合計し 、 一括し て申告する こ と になり ま す。

●申告書の提出先

　 かわさ き 市税事務所法人課税課諸税係

●大法人の電子申告義務化について

　 平成30年度税制改正により 、 大法人が提出する 令和２ 年４ 月１ 日以後に開始する 事業年度の法人市民税の

申告は、 地方税ポータルシステム「ｅ Ｌ ＴＡＸ（ エルタックス）」 により 提出し なければならないこととされました。

　 ・ 大法人と は、 次に掲げる 内国法人をいいま す。

　 　 ⑴事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が１ 億円を超える 法人

　 　 ⑵相互会社、 投資法人及び特定目的会社

　 ・ ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ の概要については、 48ページの「 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ のご案内」 をご覧く ださ い。
　 ・ 電子申告義務化の詳細については、 次のホームページをご覧く ださ い。
　 　 h ttp s ://w w w .e l ta x .l t a .g o.j p /n ew s/01252
　 　（ ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ ホームページ： 大法人の電子申告義務化に係る 特設ページ）

　 法人市民税の法人税割について、 超過課税を実施し ています。 こ の超過課税分は、 学校教育施設や

都市基盤整備に要する 費用の貴重な財源と し て活用し ていま す。

　 令和６ 年度予算では、 対象事業の事業費約322億円に対し て超過課税分約29億円を 充当し ていま す。

超過課税について

https://www.eltax.lta.go.jp/news/01252

